
 京都市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２９年３月３１日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 山添 洋司   

京都市上下水道局管理規程第１６号 

京都市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程 

京都市上下水道局職員給与規程の一部を次のように改正する。 

第１９条の４第３項第３号中「地域事業課京北分室」を「右京営業所京北分室」に改め

る。 

第２７条第１項中「疲労等の伴う職務及び特殊な技術を必要とする」を「不健康な職務

その他著しく特殊な」に改める。 

第２８条第１項中「次の各号に掲げる業務」を「疏水内死獣取扱業務」に改め，「，次

項以下の基準により」及び各号を削り，同条第２項を次のように改める。 

２ 奨励金の支給額は，前項に規定する業務の処理件数１件につき５００円とする。 

第２８条第３項及び第４項を削り，同条第５項中「前４項」を「前２項」に改め，同項

を同条第３項とする。 

別表第４を次のように改める。 

別表第４（第２７条関係） 

支給対象となる職務 支給額 

下水道維持管理業務 
日額５００円 

（下水処理施設における除じん作業は，日額６５０円）

水道管路維持管理業務 日額３５０円 

下水道工事業務 日額３００円 

水道施設維持管理業務 日額２５０円 

別表第５を次のように改める。 

別表第５ 削除 

別表第６を次のように改める。 

別表第６ 削除 

附 則 



この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

（上下水道局総務部職員課）   
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